
知っていましたか？

大人（18歳）になるとできること

17歳～19歳の皆さんとその保護者の皆さんへ

　民法改正により、令和４年４月１日から
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ
ます。
　それに伴い、平成14年４月２日から平成
16年４月１日までに生まれた人は、４月１
日から成年となり、大人として扱われます。

18歳から大人です！
問い合わせ＝市民相談情報課広聴・相談担当（☎内線472）

生年月日 成年となる日 成年となる年齢

平成14年４月１日以前 20歳の誕生日 20歳

平成14年４月２日～
平成15年４月１日 令和４年４月１日 19歳

平成15年４月２日～
平成16年４月１日 令和４年４月１日 18歳

平成16年４月２日以降 18歳の誕生日 18歳

18歳になるとできること（一例） 20歳にならないとできないこと（一例）

◆ 親の同意がなくても契約できる（携帯電話を契約すること／
ローンを組むこと／クレジットカードを作ること／消費者金
融でお金を借りること／一人暮らし用の部屋を借りること）

◆有効期間が10年間のパスポートの取得
◆ 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資

格取得
◆ 性同一性障害の人が、性別の取り扱いの変更審判を受けるこ

と
◆結婚
※ 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女

ともに18歳になります

◆飲酒
◆喫煙
◆ 競馬、競輪、オートレース、競艇な

どの投票券の購入
◆養子縁組（養子を迎えること）
◆ 大型・中型自動車運転免許の取得
（大型自動車運転免許の取得は21歳
以上）

成年となる日＆年齢早見表

　今回の成年年齢の引き下げによって、18歳でも、次のこと
を親の同意なく、一人でできるようになります。
※普通自動車免許は従来同様、18歳以上で取得可能です。

※ 生年月日により成年となる日が異なります。ご注意ください。
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16．平和と公正をすべての人に

大人（18歳）は
契約を取り消せない

　これまでは、親の同意のない契約を未成年者が
した場合は、原則、取り消すことができました。
　しかし４月１日からは、18歳以上は成年となる
ため、契約を取り消すことができなくなります。
　そのため、悪質業者は、社会経験が浅く、契約
に関する知識が不十分な若者をターゲットとして
狙ってくるおそれがあります。特に20代で、儲け
話や美容関連の消費者トラブルが多発しています。
≪実際にあった消費者トラブル≫
・ 「お試し〇円」が気になり商品を購入したが、複
数回の購入が条件となっていた
・ 知人に「儲かるよ」と言われ指定口座にお金を振
り込んだが、その後、連絡が取れなくなった

契約や買い物は
しっかり考えてから

　契約を結ぶときには、事前に契約内容を確認し
ましょう。
　買い物をするときは、本当に支払いができるの
か、自分の収入やお小遣いに見合った物なのか、
しっかり考えてから買いましょう。
　消費者庁では、「18歳から大人」特設ページ、ツ
イッター（♯18歳から大人）や、L

ラ イ ン
INE（消費者庁若

者ナビ！）で、若者の消費者トラブル防止に関する
情報をわかりやすく発信しています。ぜひご利用
ください。

問い合わせ

消費者ホットライン

☎1
い や や

88（全国共通）

※お近くの消費生活センターにつながります。

桐生市消費生活センター

☎40‐1112
午前９時から午後４時まで

（土、日、祝日、年末年始を除く）

もしも、消費者トラブルに巻き込まれてしまったら
　契約や買い物で不審に思った場合や、消費者ト
ラブルに巻き込まれてしまった場合は、下記問い
合わせ先へお電話ください。一人で悩まずに、早
めに消費生活センターに相談しましょう。
　また、桐生市消費生活センターでは、来所によ
る相談も受け付けています。専門の相談員が個人
のプライバシーを守りながら、問題の処理や解決
の手助けをします。
《保護者の皆さんへ》
　お子さんが消費者トラブルに巻き込まれた場合
に相談できる窓口として、「消費生活センター」をお
伝えください。保護者からの相談もお受けします。

場所＝保健福祉会館４階（末広町）※ＪＲ桐生駅北
口前の建物です
相談時間＝午前９時から午後４時まで（土、日、祝
日、年末年始を除く）

▶ツイッター ▶ LINE

桐生市消費生活センター（保健福祉会館内）
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18歳の高校生に聞いてみました。

――成年年齢が引き下がると知ったときの感想は？

　18歳で成人になるからといって、何が変わるんだろう、と
思いました。最初は全く想像がつかなかったですね。実感も
なかったし。親や友達とも、あまりそういう話はしないので。

――普段、ネットショッピングなどはする？

　僕は、オンラインショップをよく使っています。支払い方
法は、代引きだったり、コンビニ払いだったり。自分で管理
できる範囲で買い物している感じですね。クレジットカード
を持つことができれば支払い手段が増えるので、持ってみた
いとは思っています。

――高校卒業後の進路は？

　大学進学で、一人暮らしを始めます。今はとても楽しみで、
「早く始まらないかな」と思っているんですが、一方で全てが
初めての挑戦になるので、少し不安でもあります。

――実際にトラブルになりそうなときは、どうする？

　悪質業者のことやトラブルになりそうなことを知っておけ
ばいいんだと思います。知識を持っておくことで事前に防げ
るというか。なので、トラブルに直面しそうなときは、自分
の知識と、それから友達同士で助け合いたいですね。

――大人になって、してみたいことは？

　自分で会社を持ってみたいです。進学する大学も経営関係
の学部なので、４年間学びながら、起業して、自分から何か
を発信していきたいですね。

――今後の目標を教えてください。
　大学に進学したら、自分のやりたいことに向かって学習を
進めたいです。これまで同様、メリハリをつけた生活で４年
間を過ごしたいと思います。

久
く ぼ た

保田隼
じ ゅ ん

生
き

さん
桐生市立商業高校・商業科３年。サッカー
部所属。趣味はスノーボード、音楽制作。
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成年年齢の引き下げをどう思う？

――４月から成年年齢が引き下がることを知っていた？

　18歳で成人になることは知っていましたが、今年の４月か
ら、というのは知らなかったです。なので、今回このお話を
聞いて、不安な気持ちを抱きました。

――どんなところが不安？

　今まで、自分を「ただの高校生（未成年）」だと思っていたの
に、急に成人という区切りをつけられて、一人でちゃんとで
きるのかなって。家族とは少しだけ話したことがあるのです
が、消費者被害のニュースを見て、母親からは「クレジットカ
ードを作るのはまだ早いんじゃないか」というようなことを言
われました。

――高校卒業後の進路は？

　私は、就職します。学生のうちは「親が守ってくれる」とい
う意識だったので、これからは社会人として自覚ある行動を
しなければならないと思っています。

――悪質業者が若者を狙うことについて、どう思う？

　これまで授業で、「クーリング・オフ」など経済活動について
学んできたので、もしトラブルになりそうな場合は、習った
ことを思い出しながら対処していけたらいいですね。

――今後の目標を教えてください。

　高校３年間は、日商簿記検定、漢字検定、情報処理検定など、
資格取得に頑張りました。４月からも、また新たな資格取得
にチャレンジしていきたいと思っています。例えば、行政書
士とか。資格を取得すれば今後の仕事にも役立つと思うので、
頑張りたいです。
　また、私はずっと、「人の役に立ちたい」という思いを持っ
て生きてきました。そのために「一日一善」を心がけているの
で、今後も継続したいと思っています。

宮
み や

田
た

柚
ゆ ず

季
き

さん
桐生市立商業高校・商業科３年。書道部所
属。趣味は読書、ギターを弾くこと。
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